
生駒市教育委員会規則第４号 

生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年４月２７日 

生駒市教育委員会教育長  原 井 葉 子 

 

生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則 

第１条 生駒市立幼稚園預かり保育実施規則（令和元年９月生駒市教育委員会規

則第３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号中「午後４時３０分」を「午後５時」に改める。 

別表の１の表中 

「 

                                を 

                               」 

「 

 

                                  

 

                               」 

「 

                                を 

                               」 

「 

 

                                  

午前１１時３０分から午後４時３０分まで

（教育時間の終了時間が午前１１時３０分

である場合） 

日額７５０円 

午前１１時３０分から午後４時３０分まで

（教育時間の終了時間が午前１１時３０分

である場合） 

日額７５０円 

午前１１時３０分から午後５時まで（教育

時間の終了時間が午前１１時３０分である

場合） 

日額８２０円 
に、 

午後２時から午後４時３０分まで（教育時

間の終了時間が午後２時である場合） 

日額３７０円 

午後２時から午後４時３０分まで（教育時

間の終了時間が午後２時である場合） 

日額３７０円 

午後２時から午後５時まで（教育時間の終

了時間が午後２時である場合） 

日額４５０円 
に改 

」 



め、別表の２の表中 

「                                 

                                  

                                 を                           

 

                               」 

「 

 

                                  

 

 

 

 

 

                               」 

め、同表備考第１項中「１２，６００円」を「１３，５００円」に改める。 

第２条 生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中 

「 

                                及び 

                               」 

「 

                                を削 

                               」 

り、別表の２の表中 

午前８時３０分から

午後４時３０分まで 

月額１２，６００円 日額１，１９０円 

正午から午後４時３

０分まで 

月額７，１００円 日額６７０円 

に改 

午前１１時３０分から午後４時３０分まで

（教育時間の終了時間が午前１１時３０分

である場合） 

日額７５０円 

午後２時から午後４時３０分まで（教育時

間の終了時間が午後２時である場合） 

日額３７０円 

午前８時３０分から

午後４時３０分まで 

月額１２，６００円 日額１，１９０円 

午前８時３０分から

午後５時まで 

月額１３，５００円 日額１，２７０円 

正午から午後４時３

０分まで 

月額７，１００円 日額６７０円 

正午から午後５時ま

で 

月額８，０００円 日額７５０円 

 



「 

                                及び 

                               」 

「 

                                を削 

                               」 

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は令和５年９月１日から、第２条及び次項の規定は

令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の生駒市立幼稚園預かり保育実施規則別表の規定

は、令和６年４月分以後の同表に定める預かり保育料から適用し、同年３月分

までの預かり保育料については、なお従前の例による。 

午前８時３０分から

午後４時３０分まで 

月額１２，６００円 日額１，１９０円 

正午から午後４時３

０分まで 

月額７，１００円 日額６７０円 

 


